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要旨：金属鉱業等における鉱害は、他の一般産業と異なり、

事業活動終了後も坑口からの排出水、集積場からの浸透水

などの坑廃水に含まれるカドミウムや砒素といった重金属

等が水質の汚濁、農用地の汚染をもたらすことが少なくな

く、放置すれば、人の健康被害、農作物被害等の深刻な影響

を引き起こすこととなる。 

このため、国は昭和４８年に金属鉱業等鉱害対策特別措置

法（以下「特措法」という。）を制定し、特措法に基づき、

経済産業大臣による「特定施設に係る鉱害防止事業の実施

に関する基本方針（以下「基本方針」という。）」を１０年毎

に制定するとともに、鉱害防止事業（鉱害防止工事と坑廃水

処理）にかかる補助金の交付等の様々な支援措置を講じて

きた。 

今般、現行の第５次基本方針（平成２５～令和４年度）が満

了を迎え、次の１０年間（令和５～１４年度）の取組みを示

す第６次基本方針案を策定したので、第５次の実績・成果と

第６次に取り組む内容について報告する。 

第６次基本方針では、まず鉱害防止事業におけるカーボン

ニュートラルへの取組みの推進を挙げており、鉱山跡地の

緑化促進による炭素固定や再エネ導入による二酸化炭素排

出量抑制等により、鉱害防止事業においてもカーボンニュ

ートラルへの貢献が期待されている。 

また第６次基本方針の１０年間では、今回新たに策定した

類型区分に沿って対応策を図ることで、鉱害防止事業の終

了やコスト削減を図ることとなる。類型区分の主な柱は、従

来の発生源対策や鉱廃水処理に加え、第５次期間中に技術

実証がなされてきたパッシブトリートメントや利水点等管

理の導入である。これらを着実に推進してゆくためも、関係

者（学識経験者、研究実施機関、事業者・業界団体、自治体

等）の連携が必要である。 
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■この講演資料書式は、ひとつの見本として作成しました。ご自由にお使いください。 

■カード形式としており、欄中には各位が発表に使用される図・表のうち、主要なも

のを貼り付けることを想定しています。 

■欄を増やす、減らす、分割するなど、適宜お使いください。 

■学会ホームページには、Word の印刷機能を使うなどして PDF 化したファイルを

アップするよう、お願いします。 

■その際、最大容量 1M の制限がかけられておりますのでご留意ください。『講演資

料の記載例』では、5 つの図とひとつの写真を貼り付けており、この場合 PDF の

ファイル容量は 0.75M でした。試料作成にあたって目安としていただければ幸い

です。 

（なお、このテキストボックスは PDF化される前に各位で削除ください） 


